
    

店頭店頭店頭店頭デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ取引取引取引取引にににに係係係係るごるごるごるご注意注意注意注意    

    

○ 本取引は、金融商品取引法金融商品取引法金融商品取引法金融商品取引法においてにおいてにおいてにおいて不招請勧誘禁止不招請勧誘禁止不招請勧誘禁止不招請勧誘禁止のののの対象対象対象対象となとなとなとな

っているっているっているっている店頭店頭店頭店頭デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ取引取引取引取引であるであるであるであるため、おおおお客様客様客様客様よりよりよりより事前事前事前事前にににに要要要要

請請請請がないがないがないがない限限限限りりりり訪問訪問訪問訪問・・・・電話電話電話電話によるによるによるによる勧誘勧誘勧誘勧誘はできないはできないはできないはできない取引取引取引取引ですですですです。。。。（注１）    

※※※※    このこのこのこの取引取引取引取引にににに関関関関してしてしてして行行行行われたわれたわれたわれた勧誘勧誘勧誘勧誘がががが訪問訪問訪問訪問・・・・電話電話電話電話によるによるによるによる場合場合場合場合、、、、おおおお客様客様客様客様のののの要要要要

請請請請によるものであることをによるものであることをによるものであることをによるものであることを改改改改めてごめてごめてごめてご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。    

○ また、本取引本取引本取引本取引はははは、、、、証拠金証拠金証拠金証拠金のののの額額額額をををを上回上回上回上回るるるる取引取引取引取引をををを行行行行うことができるうことができるうことができるうことができる

ことからことからことからことから、、、、場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては、、、、大大大大きなきなきなきな損失損失損失損失がががが発生発生発生発生するするするする可能性可能性可能性可能性をををを有有有有しししし

ていますていますていますています。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその損失損失損失損失はははは、、、、おおおお客様客様客様客様がががが差差差差しししし入入入入れたれたれたれた証拠金証拠金証拠金証拠金のののの額額額額をををを

上上上上回回回回るるるる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。お客様の窓口へのご来店又は勧誘の要請

により勧誘が開始された場合においても、本取引本取引本取引本取引のののの内容等内容等内容等内容等をををを十分十分十分十分

ごごごご理解理解理解理解のののの上上上上、、、、おおおお取引取引取引取引いただきますようおいただきますようおいただきますようおいただきますようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、

お客様の弊社担当営業若しくは＜フリーダイヤル：0120-849-188＞ 

までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下

のＡＤＲ（注２）機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も

可能です。 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    証券証券証券証券・・・・金融商品金融商品金融商品金融商品あっせんあっせんあっせんあっせん相談相談相談相談センターセンターセンターセンター    

電話番号電話番号電話番号電話番号    ０１２００１２００１２００１２０－－－－６４６４６４６４－－－－５００５５００５５００５５００５（（（（フリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤル））））    

 

 

（注１） ただし、以下に該当する場合は適用されません。 

・当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合 

・勧誘の日前 1 年間に、2 以上のお取引をいただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残高をお持ち

のお客様の場合 

（注２） ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛

争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。 

 


